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〇恵庭市受水槽を経由して給水を受ける集合住宅に係る水道料金等の算定及び徴収に関

する要綱 

令和 6年 10 月 1日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、受水槽を経由して給水を受ける集合住宅に係る水道料金及び下水道使用

料（以下「水道料金等」という。）の算定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第８条第２項の規定により水道

事業の管理者の権限を有する市長をいう。

(2) 水道料金等 恵庭市水道事業給水条例（平成１０年条例第１２号。以下「給水条例」と

いう。）第２６条に規定する水道料金及び恵庭市公共下水道条例（昭和５５年条例第２３号。

以下「下水道条例」という。）第１５条に規定する公共下水道の使用料をいう。

(3) 受水槽 給水方式が受水槽式で配水管と直接連結していないため、水道法（昭和３２年

法律第１７７号）で規定する給水装置には当たらず、建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号）の適用を受ける給水設備をいう。

(4) 装置 受水槽以下に設置された装置であって、子メーター等の給水設備をいい、受水槽

と同様に水道法で規定する給水装置にはあたらず、建築基準法施行令の適用を受ける給水

設備をいう。

(5) 申請者等 給水装置及び装置全体の契約者であって、装置の維持管理、水道料金等の支

払等、この要綱に定める一切の事項を行うため、入居者全員の代表たる地位にあって各戸

の使用者と連帯の責任を負う立場にある者（装置の所有者を含む。）をいう。

(6) 使用者 集合住宅又は各戸別住宅及び附属施設の水道を使用し、親メーター又は子メー

ターで計算された水道料金等の納入義務者をいう。

(7) 親メーター 市が給水装置に設置した集合住宅への給水量の総量を計量するための公

設の水道メーターをいう（計量法（平成４年法律第５１号）の検定を受けているものに限

る。）。
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(8) 子メーター 給水装置の所有者（以下「所有者」という。）が受水槽と集合住宅の各戸及

び附属施設との間に設置した当該各戸への給水量を計量するための私設の水道メーター

をいう（計量法の検定を受けているものに限る。）。

(9) 給水設備 配水管から分岐して設けられた給水管に直結する受水槽から分岐する給水

管、止水栓、子メーター、給水栓等により構成された設備をいう。

(10) 専用住居 独立して継続的に生活を営むことができるよう壁等で区画され、浴室（シ

ャワー室を含む。）、便所及び台所を備えた住居をいう。

(11) 集合住宅 居住の用に供する２戸以上の専用住居により構成される施設をいう。

(12) 共用施設 浴室、便所、台所、食堂、洗濯室、散水栓等の入居者が共同で給水設備を使

用することができる共用部分をいう。

(13) 附属施設 共同住宅（主として個別住宅が集合した形態の賃貸又は分譲住宅をいう。

以下同じ。）で各戸入居者が共有して使用する施設であって、管理事務所、会議室、散水栓

等をいう。

(14) 受水槽式（一括請求）集合住宅 親メーターにより給水量を計量する集合住宅をいう。

(15) 受水槽式（各戸請求）集合住宅 各戸ごとに給水設備を有し、かつ、各戸ごとの子メー

ターによる給水量の計量（以下「各戸計量」という。）及び各戸ごとの水道料金等の徴収（以

下「各戸徴収」という。）を行う集合住宅として管理者が認定したものをいう。

(16) 検定期間満了期限 計量法第７２条第２項の規定により同条第１項の検定証印に表示

された有効期間の満了の年月（以下「検満期限」という。）

（適用範囲）

第３条 この要綱を適用する範囲は、この要綱の施行日以後に建築物を新築し、又は既に受水

槽を経由して給水を受けている集合住宅とする。この場合において、各戸別住宅及び附属施

設の全部が対象でなければならない。

２ この要綱は、親メーターと受水槽の間より分岐した装置がある場合は、適用しない。

（認定の要件）

第４条 第２条第１４号又は第１５号の認定の要件は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定めるものとする。



3 

(1) 受水槽式（一括請求）集合住宅の認定に係る要件 次に掲げる要件のいずれにも該当す

ること。

ア 集合住宅の使用者から使用開始届の提出があること。

(2) 受水槽式（各戸請求）集合住宅の認定に係る要件 次に掲げる要件のいずれにも該当す

ること。

ア 集合住宅の専用住居の各戸に子メーターが設置されていること。

イ 集合住宅に専用住居の用に供する部分及び非居住部分の各戸に給水量を計量する子 

メーターが設置されていること。

ウ 集合住宅に共用施設が設置されている場合は、当該共用施設に係る給水量を計量する

子メーターが設置されていること。

エ 集合住宅の各戸の子メーターによる給水量の計量を１か所で行うことができる装置

（以下「集中検針盤」という。）が施錠等による妨げのない、検針が容易な原則として１

階の場所に設置されていること。なお、次に該当する場合は必ず１階部分の見やすい場

所に集中検針盤を設置しなければならない。

(ア) 建物が４階建て以上の場合

(イ) 建物が１棟３０戸以上の場合

(ウ) 建物の入口がオートドアロック方式の場合

(エ) 前３号に掲げる場合のほか管理者が必要と認めた場合

オ 集合住宅の子メーターにより給水を受けるもの全員から使用開始届の提出があること。

カ 当該集中検針盤が設置された階に水道使用量等のお知らせを配布する郵便受け箱が 

設置されていること。

（認定の申請）

第５条 第２条第１５号の認定を受けようとする集合住宅の申請者等（区分所有に係る集合住

宅にあっては、その代表者。以下同じ。）は、次に掲げる書類を管理者に提出し、認定を受け

るものとする。

(1) 各戸検針承認申請書（様式第１号）

(2) 子メーター設置届兼検針対象者名簿（様式第２号）
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(3) 管理責任者選任（変更）届（様式第３号）

(4) 施工図面（位置図、平面図、立面図等をいう。）

２ 管理者は、前項の申請があったときは、当該申請に係る集合住宅の審査を行い、第２条第

１５号の認定の可否について、各戸検針承認（不承認）書（様式第４号）により通知するも

のとする。

 （協定の締結）

第６条 管理者は、第２条第１５号の認定をしたときは、受水槽式（各戸請求）集合住宅の申

請者等との間で各戸検針及び水道料金等の徴収等に関する協定書（様式第５号）により協定

を締結するものとする。

２ 前項の協定の期間は、当該集合住宅の親メーターの検満期限の末日までとする。

３ 第１項の協定は、更新することができる。この場合においては、協定の期間の満了の日の

２月前までに、前条の規定により管理者に第２条第１５号の認定の申請をし、当該認定を受

けなければならない。

 （協定の条件）

第７条 前条第１項の協定の条件は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者等は、受水槽式（各戸請求）集合住宅の各戸において水道を使用する者（以下「各

戸使用者」という。）に対し、前条第１項の協定の内容を十分に説明し、又は周知すること。

(2) 申請者等は、受水槽と受水槽式（各戸請求）集合住宅の各戸との間の水質の保全及び維

持管理を、給水条例第４２条の規定により行うこと。

(3) 受水槽式（各戸請求）集合住宅の子メーターは、検満期限内のものであること。

(4) 受水槽式（各戸請求）集合住宅の子メーターは、当該受水槽式（各戸請求）集合住宅の

共用部分に面した施錠されていないパイプシャフト内等の安全かつ容易に給水量の計量、

開栓及び閉栓の作業並びに調査等をすることができる場所に設置し、専用住居内には設置

しないこと。

(5) 申請者等は、受水槽式（各戸請求）集合住宅の子メーターが故障し、若しくは破損した

とき又は子メーターに異常があったときは、直ちに当該子メーターの交換その他必要な措

置を講じること。
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(6) 申請者等は、受水槽式（各戸請求）集合住宅の子メーターの検満期限内に当該子メータ

ーを交換すること。

(7) 申請者等は、受水槽式（各戸請求）集合住宅の親メーター及び子メーターによる給水量

の計量は管理者が行い、集中検針盤を設置した階の郵便受け箱に投入する検針通知書によ

り各戸使用者に当該子メーターにより計量した各戸使用者ごとの給水量を通知すること

に同意すること。

(8) 申請者等は、第１２条に定める水道料金等の算定方法に同意するとともに各戸使用者に

対し、その責任において十分な説明を行うこと。

(9) 申請者等は、各戸使用者の水道料金等の未納が発生しないよう措置を講じること。

(10) 申請者等は、各戸使用者が水道の使用を開始し、又は中止するときは、管理者への申

込み又は届出を確実に行うよう周知すること。

(11) 水道料金等の支払は原則として口座振替の方法によることとし、申請者等は各戸使用

者に対して口座振替の手続を行うよう促すこと。

(12) 申請者等は、受水槽式（各戸請求）集合住宅の入口が自動的に施錠される型式である

場合は、管理者又は管理者が指定する者に対し、暗証番号の教示、開錠鍵の貸与等の解錠

方法をオートロック集合住宅の給水停止処分に関する取扱要領様式第７号により協定を

締結すること。

(13) 申請者等は、給水設備の破損等により漏水が発生したときは、直ちにその修理を行う

とともに、当該漏水により生じた費用を負担すること。

(14) 申請者等は、各戸使用者から各戸計量又は各戸徴収についての苦情等があるときは、

その解決に努めること。

(15) 申請者等は、当該集合住宅の売却、譲渡等をする際は、当該認定を受けていることを

重要事項説明書に記載すること。

２ 前項に掲げるもののほか、管理者は、特に必要があると認めたときは、別に条件を付する

ことがある。

（子メーターの設置費及び維持管理費）

第８条 第２条第１５号の認定に必要な子メーターの設置費及び維持管理費（検満期限満了及
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び故障等に伴うメーターの取替えに要する費用を含む。）は、申請者等が負担しなければな

らない。

（子メーターの取替え）

第９条 受水槽式（各戸請求）の認定を受ける者は、受水槽式（各戸請求）住宅の認定を受け

るときは、事前に管理者に報告の上、検満期限の満了する月の末日までに子メーターの取替

えを完了しなければならない。

２ 受水槽式（各戸請求）の認定を受ける者は、故障により子メーターを取り替える場合は、

管理者から通知を受けた後、速やかに取替えを完了しなければならない。

３ 受水槽式（各戸請求）の認定を受ける者は、前第２項の規定により取り替えた子メーター

に住宅番号、使用者氏名等を明記し、管理者に提出しなければならない。

４ 管理者は、受水槽式（各戸請求）の認定を受ける者が子メーターの取り替えが有効期間満

了までに交換が完了しない場合は、受水槽式（各戸請求）を受水槽式（一括請求）へ変更で

きるものとする。ただし、やむを得ないと認められる事情がある場合はこの限りではない。

（親メーターと子メーターの水量値の差の負担）

第１０条 子メーターの水量合計値が親メーターの水量値に比して５パーセントを超えて上

回る場合は、申請者等がその水道料金等を負担しなければならない。

（受水槽式（一括請求）集合住宅の水道料金等の算定等）

第１１条 受水槽式（一括請求）集合住宅に係る水道料金については、次の各号に掲げる水道

料金の区分に応じ、当該各号に定める額を使用者から徴収する。

(1) 水道料金 当該親メーターの計量による給水量に応じて給水条例第２６条の規定によ

り算定した額。なお、料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するときは、いずれか高

い料率を適用する。

(2) 下水道使用料 当該親メーターの計量による給水量により下水道条例第１６条第２項

の規定によって算定した汚水の排出量に応じて下水道条例第１６条第１項の規定により

算定した額。なお、料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するときは、いずれか高い

料率を適用する。

（受水槽式（各戸請求）集合住宅の水道料金等の算定等）
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第１２条 受水槽式（各戸請求）集合住宅の子メーターに係る水道料金等については、次の各

号に掲げる水道料金等の区分に応じ、当該各号に定める額を各戸徴収により徴収する。

(1) 水道料金 当該子メーターの各戸計量による給水量に応じて給水条例第２６条の規定

により算定した額

(2) 下水道使用料 各戸計量による給水量により恵庭市公共下水道条例（昭和５５年条例第

２３号。以下「下水道条例」という。）第１６条第２項の規定によって算定した汚水の排出

量に応じて下水道条例第１６条第１項の規定により算定した額

（給水契約の申込み）

第１３条 受水槽式（各戸請求）集合住宅の各戸において水道を使用しようとする者は、給水

条例第１６条の規定により、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

（届出の義務）

第１４条 申請者等は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる書類を管

理者に速やかに提出しなければならない。

(1) 申請者等に変更が生じた場合 各戸検針承認申請書及び申請者等及び住所変更届（様式

第６号。以下「申請者等変更届」という。）

(2) 申請者等の住所に変更が生じた場合 申請者等変更届

(3) 管理責任者に変更があった場合 管理責任者選任（変更）届

(4) 各戸使用者に転出入等の異動があった場合 各戸使用者による転出入の給水契約手続

に係る書類

(5) 装置の増設、改造又は撤去をするための工事をしようとする場合 当該工事内容のわか

る書類

２ 第６条の規定による協定の内容を変更する場合は、双方の協議を経た上で新たに協定を締

結するものとする。

 （協定の解除）

第１５条 管理者は、申請者等又は各戸使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、第２条第１５号の認定の取消し又は第６条第１項の協定の解除をすることができる。

(1) この要綱又は協定に違反したとき。
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(2) 各戸使用者の一部が正当な理由なく水道料金等を納入期限内に納入しないとき。

(3) 管理者が検針を実施することが困難であると認めたとき。

(4) 受水槽式（各戸請求）集合住宅の使用が廃止されたとき。

(5) その他管理者が協定関係の維持が困難であると判断したとき。

２ 前項の規定により協定を解除した場合において、損害が生じることがあっても、管理者は

その責任を負わない。

 （補則）

第１６条 この要綱に定めるもののほか、受水槽を経由して給水を受ける集合住宅に係る水道

料金等の算定及び徴収について必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この要綱は、令和６年１０月１日から実施する。


